
国
保
の
税
率
等
改
正
の
考
え
は

問
国
保
制
度
が
県
単
位
へ
移
行
さ

れ
、
県
が
示
す
標
準
保
険
料
率
を

参
考
に
、
市
の
保
険
料
を
決
定
す
る
方
式

に
変
わ
っ
た
。
市
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す

る
の
か
。

答
資
産
割
の
廃
止
等
を
含
め
、
県
が

提
示
す
る
保
険
料
率
を
基
本
に
、

本
市
の
賦
課
方
式
の
見
直
し
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

問
改
正
時
期
と
改
正
の
問
題
点
を
ど

う
認
識
し
て
い
る
か
。

答
県
が
目
指
す
標
準
保
険
料
率
へ
の

統
一
の
時
期
は
、「
令
和
2
年
度

ま
で
に
県
と
市
町
と
の
協
議
を
行
う
」
と

さ
れ
、県
か
ら
示
さ
れ
る
時
期
を
踏
ま
え
、

具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
、
本
市

の
方
針
を
定
め
た
い
。
世
帯
に
よ
り
課
税

額
の
増
加
に
差
は
あ
る
が
、
所
得
割
の
影

響
を
受
け
る
こ
と
が
税
率
改
正
の
課
題
で

あ
る
。
被
保
険
者
の
急
激
な
負
担
増
を
招

か
な
い
よ
う
、
国
保
事
業
基
金
を
活
用
し

激
変
緩
和
を
行
い
な
が
ら
慎
重
に
進
め
て

い
き
た
い
。

市
道
等
愛
護
活
動
の
推
進

問
平
成
30
年
度
か
ら
道
路
愛
護
報
償

金
制
度
が
設
け
ら
れ
た
が
、
本
年

度
の
活
用
状
況
は
ど
う
か
。

答
平
成
30
年
度
実
施
の
モ
デ
ル
事
業

で
は
、
建
設
業
者
な
ど
5
団
体
が

参
加
し
、実
施
延
長
は
10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

報
償
金
は
1
メ
ー
ト
ル
当
た
り
単
価
20
円

で
19
万
3
0
0
0
円
を
交
付
し
た
。
本
年

度
は
10
団
体
が
参
加
、
実
施
延
長
は
約
20

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
昨
年
度
の
2
倍
と
な
っ

た
。
報
償
金
も
1
メ
ー
ト
ル
当
た
り
単
価

を
40
円
に
見
直
し
、
予
算
を
約
90
万
円
計

上
し
、
そ
れ
相
応
の
交
付
を
見
込
ん
で
い

る
。問

周
知
不
足
や
予
算
の
制
約
も
あ
り

広
が
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
な
る
推

進
を
求
め
る
が
。

答
広
報
ふ
く
ろ
い
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
周
知
を
図
る
。
よ
り
多
く

の
方
が
参
加
し
や
す
く
な
る
よ
う
愛
護
団

体
の
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、
報
償
金
の
額

な
ど
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

•
消
費
税
増
税
に
伴
う
経
済
対
策
の
実
施

状
況
は

•
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
の
取
り
組
み
は

•
食
品
ロ
ス
削
減
の
取
り
組
み
は

•
台
風
豪
雨
等
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
は

•
保
育
園
等
の
副
食
費
へ
の
助
成
を

日
本
共
産
党

高
橋 

美
博 

議
員

代表質問の質問時間

大谷里山の会による道路愛護活動
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